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１．部活動を取り巻く状況
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中学生世代の人口数は4月1日時点において12～14歳の者の数
厚生労働省作成「人口動態統計」月報（2023年４月）」により算出するとともに、将来の出生者数について、国立社会保障・人口政策研究所作成「日本の将来推
計人口（令和５年推計）詳細結果表」の「１．出生中位（死亡中位）推計」）を基に算出。

⚫ 学校数の減少、それ以上に進む少子化で生徒数／学校はさらに小さくなる中、部活動は持続困難。

少子化・人口減少の加速化
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10年で約２割、60万人強が減
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運動部活動に加入している中学生数の推移

（出典）（公財）日本中学校体育連盟「加盟校・加盟生徒数調査」の調査結果を元に作成。

競技 H25 R5

バスケットボール 315,354 284,551

ソフトテニス 371,121 278,750

卓球 238,854 220,288

バレーボール 211,259 209,216

陸上競技 226,692 199,969

サッカー 258,291 157,170

軟式野球 245,219 133,725

バドミントン 127,239 132,512

剣道 98,913 68,026

水泳競技 48,358 34,879

テニス 42,883 34,668

ハンドボール 32,205 26,745

ソフトボール 50,418 26,242

柔道 35,809 23,131

弓道 12,269 11,451

ラグビー 7,152 5,887

体操競技 6,387 4,115

新体操 4,825 3,202

空手 2,315 2,176

スキー 2,641 1,918

ホッケー 1,545 1,434

アーチェリー 763 766

なぎなた 834 696

相撲 1,343 655

スケート 550 467

アイスホッケー 500 395

レスリング 96 140

フィギュア 51 22

合計 2,343,886 1,863,196

H25との比較

増減率 増減
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4

中学校における合同部活動実施チームの推移【令和4年度まで】

（出典）（公財）日本中学校体育連盟「加盟校・加盟生徒数調査」の調査結果を元に作成。



中学校合同部活動実施チームの推移【令和４年度と令和５年度の比較】

（出典）（公財）日本中学校体育連盟「加盟校・加盟生徒数調査」の調査結果を元に作成。

競技 R4 R5 増減

軟式野球 889 1,162 273(30.7%)

サッカー 458 666 208(45.4%)

バレーボール 291 372 81(27.8%)

バスケットボール 173 268 95(54.9%)

ソフトボール 207 247 40(19.3%)

ハンドボール 25 40 15(60.0%)

ラグビー 31 37 6(19.4%)

アイスホッケー 9 33 24(266.7%)

ホッケー 8 9 1(12.5%)

陸上競技 2 8 6(300.0%)

卓球 6 7 1(16.7%)

剣道 3 7 4(133.3%)

水泳競技 1 5 4(400.0%)

ソフトテニス 2 5 3(150.0%)

バドミントン 1 2 1(100.0%)

柔道 3 2 △1(△33.3%)

体操競技 0 0 0(0.0%)

新体操 0 0 0(0.0%)

相撲 1 0 △1(△100.0%)

スキー 1 0 △1(△100.0%)

スケート 8 0 △8(△100.0%)

空手 0 0 0(0.0%)

合計 2,119 2,870 751(35.4%)
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２．学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に
関する総合的なガイドライン等
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学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関する
総合的なガイドライン【概要】

〇 少子化が進む中、将来にわたり生徒がスポーツ・文化芸術活動に継続して親しむことができる機会を確保するため、速やかに部活動改革に取り組
む必要。その際、生徒の自主的で多様な学びの場であった部活動の教育的意義を継承・発展させ、新しい価値が創出されるようにすることが重要。

〇 令和４年夏に取りまとめられた部活動の地域移行に関する検討会議の提言を踏まえ、平成30年に策定した「運動部活動の在り方に関する総合的な
ガイドライン」及び「文化部活動の在り方に関する総合的なガイドライン」を統合した上で全面的に改定。これにより、学校部活動の適正な運営や
効率的・効果的な活動の在り方とともに、新たな地域クラブ活動を整備するために必要な対応について、国の考え方を提示。

〇 部活動の地域移行に当たっては、「地域の子供たちは、学校を含めた地域で育てる。」という意識の下、生徒の望ましい成長を保障できるよう、
地域の持続可能で多様な環境を一体的に整備。地域の実情に応じ生徒のスポーツ・文化芸術活動の最適化を図り、体験格差を解消することが重要。

令和４年12月

（主な内容）
・教師の部活動への関与について、法令等に基づき業務改善や勤務管理
・部活動指導員や外部指導者を確保
・心身の健康管理・事故防止の徹底、体罰・ハラスメントの根絶の徹底
・週当たり２日以上の休養日の設定（平日１日、週末１日）
・部活動に強制的に加入させることがないようにする
・地方公共団体等は、スポーツ・文化芸術団体との連携や保護者等の協力
   の下、学校と地域が協働・融合した形での環境整備を進める

教育課程外の活動である学校部活動について、実施する場合の適正な運
営等の在り方を、従来のガイドラインの内容を踏まえつつ示す。

Ⅰ 学校部活動

（主な内容）
・地域クラブ活動の運営団体・実施主体の整備充実
・地域スポーツ・文化振興担当部署や学校担当部署、関係団体、学校等の
   関係者を集めた協議会などの体制の整備
・指導者資格等による質の高い指導者の確保と、都道府県等による人材バ
ンクの整備、意欲ある教師等の円滑な兼職兼業

・競技志向の活動だけでなく、複数の運動種目・文化芸術分野など、生徒
   の志向等に適したプログラムの確保
・休日のみ活動をする場合も、原則として１日の休養日を設定
・公共施設を地域クラブ活動で使用する際の負担軽減・円滑な利用促進
・困窮家庭への支援

学校部活動の維持が困難となる前に、学校と地域との連携・協働により
生徒の活動の場として整備すべき新たな地域クラブ活動の在り方を示す。

Ⅱ 新たな地域クラブ活動

新たなスポーツ・文化芸術環境の整備に当たり、多くの関係者が連携・
協働して段階的・計画的に取り組むため、その進め方等について示す。

Ⅲ 学校部活動の地域連携や
地域クラブ活動への移行に向けた環境整備

（主な内容）
・まずは休日における地域の環境の整備を着実に推進
・平日の環境整備はできるところから取り組み、休日の取組の進捗状況等
   を検証し、更なる改革を推進
・①市区町村が運営団体となる体制や、②地域の多様な運営団体が取り組む
   体制など、段階的な体制の整備を進める

※地域クラブ活動が困難な場合、合同部活動の導入や、部活動指導員等
により機会を確保

・令和５年度から令和７年度までの３年間を改革推進期間として地域連携・
   地域移行に取り組みつつ、地域の実情に応じて可能な限り早期の実現を
目指す

・都道府県及び市区町村は、方針・取組内容・スケジュール等を周知

（主な内容）
・大会参加資格を、地域クラブ活動の会員等も参加できるよう見直し

※日本中体連は令和５年度から大会への参加を承認、その着実な実施
・できるだけ教師が引率しない体制の整備、運営に係る適正な人員確保
・全国大会の在り方の見直し（開催回数の精選、複数の活動を経験したい
   生徒等のニーズに対応した機会を設ける等）

学校部活動の参加者だけでなく、地域クラブ活動の参加者のニーズ等に
応じた大会等の運営の在り方を示す。

Ⅳ 大会等の在り方の見直し

※Ⅰは中学生を主な対象とし、高校生も原則適用。Ⅱ～Ⅳは公立中学校の生徒を主な対象とし、高校や私学は実情に応じて取り組むことが望ましい。
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地域の実情に応じ、
当面は併存

休日の地域クラブ活動

【位置付け】学校と連携して行う地域クラブ活動
（法律上は社会教育、スポーツ・文化芸術）

■地域の多様な主体が実施。学校は、活動方針、活動
状況や生徒に関する情報の共有等を通じて連携。

■少子化の中、持続可能
な体制にする必要

（学校や地域によっては
存続が厳しい）

■地域の実情に応じた
段階的な体制整備

学校部活動

【位置付け】学校教育の一環（教育課程外）

学校部活動の地域連携

■合同部活動の導入や部活動指導員等の
適切な配置により生徒の活動機会を確保

指導者 当該校の教師

参加者 当該校の生徒

場所 当該校の施設

費用 用具、交通費等の実費

補償 災害共済給付

指導者 部活動指導員等、関係校の教師
（※ｱｽﾘｰﾄ・ｱｰﾃｨｽﾄ等の人材を含む）

参加者 関係校の生徒

場所 拠点校の施設

費用 用具、交通費等の実費

補償 災害共済給付

運営団
体・実施
主体

①地方公共団体（※複数地方公共団体の連携を含む）

②多様な組織・団体（総合型地域ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ、ｽﾎﾟｰﾂ少
年団、体育・ｽﾎﾟｰﾂ協会、競技団体、ﾌﾟﾛﾁｰﾑ、民間事業者、
大学、文化芸術団体、地域学校協働本部、同窓会等）

指導者 地域の指導者（一部教師の兼職兼業）

参加者 地域の生徒（※他の世代が一緒に参画する場合を含む）

場所
学校施設、社会教育施設、公共のスポーツ・文化施設、
地域団体・民間事業者等が有する施設

費用 可能な限り低廉な会費＋用具、交通費等の実費

補償 各種保険等

学校部活動の地域連携、地域クラブ活動への移行の全体像（イメージ）

活 動 体 制

運営団体・実施主体例

スポーツ協会

大学

総合型地域
スポーツクラブ

プロチーム

競技団体

民間
事業者

地域での
多様な活動

市

区

町

村

（
ス
ポ
ー
ツ
・
文
化
振
興
担
当
部
署
、
教
育
委
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、
福
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局
等
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中

学

校

協
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文化芸術
団体

・活動方針、活動状況や生
徒に関する情報の共有
・管理責任の明確化

等

スポーツ
少年団

連携連携

コ
ー
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タ
ー

※市区町村が自ら運営団体となることもある。 8



３．改革推進期間（令和5年度～令和7年度）の取組、

地域クラブ活動への移行に向けた実証事業
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令和５年度

・事例創出・課題の洗い出し、課題解決策の検討・試行、
地域クラブ活動のモデル・プロセスの分析

・成果の普及、進捗状況の検証、地域クラブ活動の整備促進、
全国的な取組の推進

・ガイドラインの見直し
・更なる支援方策の検討

改革推進期間

令和８年度

地域クラブ活動の充実

令和６年度 令和７年度

✓「地域の子供たちは、学校を含めた地域で育て

る。」という意識の下、地域の実情に応じスポー
ツ活動の最適化を図り、体験格差を解消。

✓少子化の中でも、将来にわたり我が国の子供たちがス

ポーツに継続して親しむことができる機会を確保。学校

の働き方改革を推進し、学校教育の質も向上。

✓自己実現、活力ある社会と絆の強い社会創り。部活動

の意義の継承・発展、新しい価値の創出。

✓地域の実情に応じた持続可能で多様なスポーツ環境を

整備し、多様な体験機会を確保。
✓子供や大人、高齢者や障害者の参加・交流を推

進する地域スポーツ活動の中に部活動を取り込
む。ウェルビーイングの実現、まちづくりの推進。

方向性・目指す姿

10



部活動の地域連携や地域スポーツ・文化クラブ活動移行
に向けた環境の一体的な整備
方向性・目指す姿

事業内容

令和7年度要求・要望額 69億円

（前年度予算額 32億円）

※2 コミュニティ・スクール（学校運営協議会）等の仕組みも活用。
※1 補助割合について、都道府県又は指定都市の場合は、国1/3、都道府県・指定都市2/3。

✓ 「地域の子供たちは、学校を含めた地域で育てる。」という意識の下、地域の実
情に応じスポーツ・文化芸術活動の最適化を図り、体験格差を解消。

✓ 少子化の中でも、将来にわたり我が国の子供たちがスポーツ・文化芸術に継続して親しむことができ
る機会を確保。学校の働き方改革を推進し、学校教育の質も向上。

✓ 自己実現、活力ある社会と絆の強い社会創り。部活動の意義の継承・発展、新しい価値の創出。

✓ 地域の実情に応じた持続可能で多様なスポーツ・文化芸術環境を整備し、多様な体験機会を確保。

＊ 本資料における「スポーツ」には障害者スポーツを、「文化芸術」には、障害者芸術を、「中学校」には特別支援学校中学部等を含む。
体制例は、あくまでも一例である

各都道府県・市区町村の地域スポーツ・文化芸術活動の推進体制等の下で、コーディネーターの配
置を含む運営団体・実施主体等の体制整備、指導者の確保、参加費用負担への支援等に関する実
証事業を実施し、国において事業成果の普及に努めるとともに、全国的な取組を加速する。

（１）地域クラブ活動への移行に向けた実証 ※取組例

面的・広域的
な取組

内容の充実
参加費用負担
支援等

関係団体・分野との連携強化
・ スポーツ協会、競技団体、文化芸術
団体、大学、企業等

・ スポーツ推進委員、 地域おこし
  協力隊
・ まちづくり・地域公共交通

体制整備 指導者の質の
保障・量の確保

・ 人材の発掘・マッチング・配置
・ 研修、資格取得促進
・ 平日・休日の一貫指導
・ ICTの有効活用

・ 複数種目、シーズン制
・ 体験型キャンプ
・ レクリエーション的活動

・ 地域クラブ活動の拡大
・ 市区町村等を越えた取組

・ 困窮世帯の支援
・ 費用負担の在り方

学校施設の
活用等

・ 効果的な活用や
管理方法

・ 関係団体・市区町村等との連絡調整
・ コーディネーターの配置、地域学校協働

活動推進員等との連携の在り方
・ 運営団体・実施主体の体制整備や質の

確保

部活動指導員の配置を充実  【17,500人（運動部：14,000人、文化部：3,500人）】

Ⅱ.中学校における部活動指導員の配置支援 20億円（18億円）

各学校や拠点校に部活動指導員を配置し、教師に代わる指導や大会引率を担うことにより、生徒のニー
ズを踏まえた充実した活動とする。 （補助割合：国1/3、都道府県1/3、市区町村1/3）※1

上記の施策を支える新たなスポーツ環境の構築等のため、以下の取組を実施。
・公立中学校の施設の整備・改修を支援(用具保管の倉庫設置、スマートロック設置に伴う扉の改修等)
・指導者養成のための講習会や暴力等の根絶に向けた啓発活動の実施等。
・大学生が卒業後も継続的に地域の中学生の指導に当たる仕組みを構築。
・子供たちの多様なスポーツ機会創出（マルチスポーツ）、デジタル動画によるサポート体制整備。

Ⅲ.地域における新たなスポーツ環境の構築等 ３億円（3億円）

※ 実証事業２年目、3年目となる地域クラブ活動は、原則、国費だけではなく、一定の割合の受益者負担や行政・関係団体の自主
財源からの支出、企業等からの寄付などとの組み合わせにより、持続的に活動することを前提とした仕組みを構築し、検証。

※ 平日・休日の一貫指導や市区町村を越えた取組など、地域の実情に応じた最適化・体験格差の解消を図る意欲的な取組を推進。

令和５年度

・事例創出・課題の洗い出し、課題解決策の検討・試行、地域クラブ活動のモデル・プロセスの分析
・成果の普及、進捗状況の検証、地域クラブ活動の整備促進、全国的な取組の推進

・ガイドラインの見直し
・更なる支援方策の検討

改革推進期間

令和８年度

地域クラブ活動の充実

令和６年度 令和７年度

★ 重点地域における政策課題への対応

地域スポーツ・文化芸術環境の整備に先導的に取り組む地域を重点地域として指定し、政策課題への対応
を推進する。

・多様なスポーツ・文化芸術体験の機会の提供(マルチスポーツ
環境等の整備)

・高校との連携やジュニアからシニアまでの多世代での取組
・スクールバスの活用や地域公共交通との連携
・不登校や障害のある子供たちの地域の学びの場としての役割
・トレーナーの活用を含めた安全確保の体制づくり
・企業版ふるさと納税等を含む民間資金の活用
・持続的・安定的な運営を担うマネジメント人材の育成

・体育・スポーツ・文化芸術系の大学生、パラアスリート等
を含むアスリート・アーティスト人材等の活用

・学校体育・教育施設の拠点化や社会体育・教育施設
との一体化などによる地域スポーツ・文化芸術の活動
拠点づくり

・動画コンテンツ等の活用
・多様なニーズに対応した大会の開催
・運営の効率化のためのシステム整備 等

（２）課題の整理・解決策の具体化、地域クラブ活動のモデル構築・プロセス明確化、整備促進等

・ 事業成果の普及方策、地域クラブ活動の整備の進展に伴う新たな課題の整理・解決策の具体化
・ 地域クラブ活動のモデルの構築・プロセスの明確化、持続的・安定的な運営に向けた仕組みづくり
・ 複数自治体が連携した地域クラブ活動の整備促進方策の展開、全国的な取組の推進 等

（単体の）部活動

指導

地域の人材

○○中学校

合同部活動

指導

地域の人材
○○中学校

□□中学校△△中学校

※直ちに①②のような体制を整備
することが困難な場合

学校部活動の
地域連携※２

部活動指導員
部活動指導員

市区町村

スポーツ団体 大学
民間

事業者

地域学校
協働本部

地域クラブ活動

指導者

参加

○○中学校 ◆◆中学校△△中学校

連携 総合型
地域スポーツクラブ

民間事業者等

指導指導

地域クラブ活動

参加

○○中学校 ◆◆中学校△△中学校

休日の
地域クラブ活動

体制例

方向性

✓ 子供や大人、高齢者や障害者の参加・交流を推進する地域スポーツ・文化芸
術活動の中に部活動を取り込む。ウェルビーイングの実現、まちづくりの推進。

＜主な政策課題＞

（担当：スポーツ庁地域スポーツ課、文化庁参事官（芸術文化担当））

Ⅰ.地域クラブ活動への移行に向けた実証 46億円（12億円）
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部活動の地域連携や地域スポーツクラブ・文化クラブ活動移行
に向けた環境の一体的な整備

方向性・目指す姿

事業内容

✓ 「地域の子供たちは、学校を含めた地域で育てる。」という意識の下、地域
の実情に応じスポーツ・文化芸術活動の最適化を図り、体験格差を解消。

✓ 少子化の中でも、将来にわたり我が国の子供たちがスポーツ・文化芸術に継続して親しむことが
できる機会を確保。学校の働き方改革を推進し、学校教育の質も向上。

✓ 自己実現、活力ある社会と絆の強い社会創り。部活動の意義の継承・発展、新しい価値の創出。

✓ 地域の実情に応じた持続可能で多様なスポーツ・文化芸術環境を整備し、多様な体験機会を確保。

（３）課題の整理・解決策の具体化、地域クラブ活動のモデル構築・プロセス明確化、整備促進等

✓ 事業成果の普及方策、地域クラブ活動の整備の進展に伴う新たな課題の整理・解決策の具体化
✓ 地域クラブ活動のモデルの構築・プロセスの明確化、持続的・安定的な運営に向けた仕組みづくり
✓ 複数自治体が連携した地域クラブ活動の整備促進方策の展開、全国的な取組の推進 等

✓ 子供や大人、高齢者や障害者の参加・交流を推進する地域スポーツ・文化
芸術活動の中に部活動を取り込む。ウェルビーイングの実現、まちづくりの推進。

令和６年度補正予算額（案） 29億円

＊ 本資料における「スポーツ」には障害者スポーツを、「文化芸術」には、障害者芸術を含む。

インパクト（国民・社会への影響）

休日の部活動の地域移行と地域スポーツ・文化芸術環境の一体的な整備を通じて、子供たちのスポーツ・文化芸術活動の体験格差を解消し、子供たちの豊かな成長を支える
ことで、活力ある社会の形成や地域の発展に貢献。

（担当：スポーツ庁地域スポーツ課、文化庁参事官（芸術文化担当）付）

休日の部活動の段階的な地域クラブ活動への移行と地域スポーツ・文化芸術環境の一体的な整備に向け、新たに実証事業に取り組む市区町村等を支援するとともに、地域スポーツ・文化
芸術環境の整備に先導的に取り組む都道府県を重点地域として指定し、域内の政策課題への対応を推進する。また、課題の整理・解決策の具体化、地域クラブ活動のモデル構築・プロセ
スの明確化、地域クラブ活動の整備促進等を早急に行う。

（１）地域クラブ活動への移行に向けた実証 ※取組例

面的・広域的
な取組

内容の充実
参加費用負担
支援等

関係団体・分野との連携強化

・ スポーツ協会、競技団体、文化芸術
団体、大学、企業等

・ スポーツ推進委員、 地域おこし協力隊
・ まちづくり・地域公共交通

体制整備
指導者の質の
保障・量の確保

・ 人材の発掘・マッチング・配置
・ 研修、資格取得促進
・ 平日・休日の一貫指導
・ ICTの有効活用

・ 複数種目、シーズン制
・ 体験型キャンプ
・ レクリエーション的活動

・ 地域クラブ活動の拡大
・ 市区町村等を越えた取組

・ 困窮世帯の支援
・ 費用負担の在り方

学校施設の
活用等

・ 効果的な活用や
管理方法

・ 関係団体・市区町村等との連絡調整
・ コーディネーターの配置、地域学校協働活

動推進員等との連携の在り方
・ 運営団体・実施主体の体制整備や質の

確保

各都道府県・市区町村の地域スポーツ・文化芸術活動の推進体制等の下で、コーディネーターの配置を含む運営
団体・実施主体等の体制整備、指導者の確保、参加費用負担への支援等に関する実証事業について、新たに実
施が可能となった市区町村において実施し、国において事業成果の普及に努めるとともに、全国的な取組を加速する。

※ 平日・休日の一貫指導や市区町村を越えた取組など、地域の実情に応じた最適化・体験格差の解消を図る意欲的な取組を推進。

（２）重点地域における政策課題への対応

地域スポーツ・文化芸術環境の整備に先導的に取り組む都道府県を重点地域として指定し、政策課題
に取り組むことで、早急に政策課題の解決策を確立する。

✓ 多様なスポーツ・文化芸術体験の機会の提供(マルチス
ポーツ環境等の整備)

✓ 高校との連携やジュニアからシニアまでの多世代での取組
✓ スクールバスの活用や地域公共交通との連携
✓ 不登校や障害のある子供たちの地域の学びの場としての

役割
✓ トレーナーの活用を含めた安全確保の体制づくり
✓ 企業版ふるさと納税等を含む民間資金の活用
✓ 持続的・安定的な運営を担うマネジメント人材の育成

✓ 体育・スポーツ・文化芸術系の大学生、パラアスリ
ート等を含むアスリート・アーティスト人材等の活用

✓ 学校体育・教育施設の拠点化や社会体育・教育
施設との一体化などによる地域スポーツ・文化芸術
の活動拠点づくり

✓ 動画コンテンツ等の活用
✓ 多様なニーズに対応した大会の開催
✓ 運営の効率化のためのシステム整備 等

主
な
政
策
課
題

事業
スキーム

①重点地域の選定
基準・選定手続き

②重点地域において
取り組むべき政策
課題等

③会議体において、
   重点地域を決定

・重点地域の進捗
  管理

・成果の普及等

会議体

スポーツ庁・文化庁

※会議の運営等は民間に委託

・実証事業の実施

決 定 実 施

市区町村

・実証事業の実施

NEW

都道府県

実 施
決 定 実 施

①実証事業を実施
する市区町村

・実証事業の実施

②取り組む政策
   課題のテーマ

重点地域

③地域スポーツ・文
   化芸術環境の
   整備に先導的に
 取り組む市区町

   村を選定

・推進会議、政策課題
  に関するWGの開催

・市区町村への専門家
の派遣

・アンケート等の調査・
分析

・シンポジウム、
成果報告会の開催

①実証事業を実施
する市区町村

・実証事業の実施

都道府県

実 施

・調整会議の開催

・ワークショップの開催

・政策課題に対応する地域
クラブ活動の実施

市区町村

先導的

・事例レポートの作成

・実証事業の実施

決 定 実 施
実 施

等

等

・課題の整理・解
決策の具体化

等



総実施自治体数：510市区町村※

愛知県（14市町）
岡崎市、一宮市、春日井市、常滑市、
江南市、大府市、豊明市、日進市、
北名古屋市、みよし市、豊山町、

大治町、阿久比町、南知多町

奈良県（18市町）
奈良市、大和高田市、大和郡山市、
天理市、桜井市、五條市、生駒市、
香芝市、葛城市、宇陀市、平群町、

安堵町、田原本町、王寺町、河合町、
吉野町、大淀町、下市町

※各都道府県において実施予定先を最終的に決定するため、今後、増減の可能性あり。

福島県（６市町）
会津若松市、喜多方市、国見町、川俣町、

会津坂下町、三春町

岩手県（６市町）
盛岡市、宮古市、大船渡市、矢巾町、

西和賀町、一戸町

宮城県（６市町）
気仙沼市、白石市、角田市、栗原市、

大崎市、亘理町

＜政令指定都市＞
17市

岐阜県（30市町）
岐阜市、大垣市、高山市、関市、中津川市、美濃市、

羽島市、各務原市、可児市、山県市、瑞穂市、飛騨市、
本巣市、郡上市、下呂市、海津市、養老町、神戸町、

輪之内町、安八町、揖斐川町、大野町、池田町、北方町、
坂祝町、川辺町、七宗町、八百津町、白川町、御嵩町

北海道（27市町村）
旭川市、北見市、岩見沢市、留萌市、砂川市、登別市、伊達市、北広島市、厚沢部町、
蘭越町、岩内町、余市町、由仁町、長沼町、鷹栖町、中川町、利尻富士町、遠軽町、
白老町、厚真町、安平町、新ひだか町、中札内村、池田町、足寄町、厚岸町、標茶町

青森県（２市町）
むつ市、三戸町

茨城県（32市町村）
水戸市、日立市、土浦市、古河市、石岡市、龍ケ崎市、下妻市、

常陸太田市、高萩市、北茨城市、笠間市、取手市、牛久市、つくば市、
ひたちなか市、鹿嶋市、守谷市、那珂市、かすみがうら市、桜川市、

神栖市、行方市、鉾田市、つくばみらい市、小美玉市、茨城町、
城里町、大子町、美浦村、阿見町、八千代町、利根町

秋田県（６市町）
秋田市、能代市、大館市、大仙市、

北秋田市、羽後町

栃木県（11市町）
栃木市、佐野市、日光市、小山市、

大田原市、矢板市、下野市、
上三川町、茂木町、壬生町、野木町

埼玉県（10市町）
熊谷市、深谷市、上尾市、蕨市、

戸田市、久喜市、三郷市、鶴ヶ島市、
白岡市、伊奈町

千葉県（22市町）
市川市、茂原市、成田市、佐倉市、
柏市、市原市、流山市、我孫子市、

君津市、四街道市、八街市、印西市、
白井市、富里市、香取市、山武市、

いすみ市、栄町、東庄町、横芝光町、
睦沢町、大多喜町

東京都（６市区）
品川区、渋谷区、中野区、板橋区、

日野市、狛江市

静岡県（８市）
沼津市、富士市、磐田市、焼津市、
掛川市、藤枝市、裾野市、伊豆市

神奈川県（４市町）
藤沢市、秦野市、大磯町、開成町

沖縄県（７市村）
宜野湾市、石垣市、糸満市、

うるま市、南城市、
宜野座村、渡嘉敷村

鹿児島県（11市町）
鹿児島市、鹿屋市、枕崎市、出水市、薩摩川内市、
いちき串木野市、南さつま市、奄美市、長島町、

知名町、与論町

熊本県（14市町村）
八代市、玉名市、山鹿市、宇城市、玉東町、南関町、長洲町、
和水町、大津町、高森町、西原村、南阿蘇村、氷川町、山江村

佐賀県（４市町）
佐賀市、多久市、基山町、白石町

長崎県（10市町）
長崎市、佐世保市、諫早市、大村市、
松浦市、西海市、長与町、時津町、

東彼杵町、川棚町

宮崎県（１市）
小林市

令和６年度 地域スポーツクラブ活動への移行に向けた実証事業実施予定先

群馬県（８市町村）
前橋市、伊勢崎市、沼田市、
館林市、渋川市、榛東村、

吉岡町、玉村町

山梨県（７市町）
甲府市、都留市、山梨市、韮崎市、

南アルプス市、甲州市、昭和町

徳島県（４市）
徳島市、小松島市、
吉野川市、美馬市

福井県（16市町）
福井市、敦賀市、小浜市、
大野市、勝山市、鯖江市、

あわら市、越前市、坂井市、
永平寺町、池田町、南越前町、
越前町、美浜町、おおい町、

若狭町

新潟県（24市町村）
三条市、柏崎市、新発田市、小千谷市、加茂市、十日町市、

見附市、村上市、燕市、糸魚川市、五泉市、上越市、阿賀野市、
佐渡市、魚沼市、南魚沼市、胎内市、聖籠町、弥彦村、阿賀町、

出雲崎町、湯沢町、津南町、関川村

愛媛県（７市町）
松山市、今治市、

新居浜市、大洲市、
西予市、上島町、松前町

兵庫県（19市町）
姫路市、尼崎市、明石市、芦屋市、伊丹市、

加古川市、赤穂市、宝塚市、高砂市、三田市、
丹波篠山市、養父市、宍粟市、猪名川町、
多可町、稲美町、播磨町、市川町、太子町

滋賀県（10市町）
大津市、彦根市、長浜市、

近江八幡市、湖南市、
東近江市、米原市、

竜王町、豊郷町、多賀町

京都府（７市町）
福知山市、舞鶴市、綾部市、宮津市、

八幡市、宇治田原町、精華町

大阪府（10市）
岸和田市、豊中市、池田市、

泉大津市、守口市、枚方市、八尾市、
大東市、箕面市、門真市

鳥取県
＊県が直接執行

山口県（９市）
下関市、宇部市、山口市、萩市、防府市、

光市、長門市、美祢市、周南市

広島県（７市町）
三原市、福山市、府中市、三次市、

安芸高田市、府中町、海田町

山形県（24市町村）
山形市、米沢市、鶴岡市、酒田市、新庄市、寒河江市、上山市、村山市、
長井市、天童市、尾花沢市、南陽市、山辺町、最上町、舟形町、鮭川村、

高畠町、川西町、小国町、白鷹町、飯豊町、三川町、庄内町、遊佐町

三重県（７市町）
四日市市、桑名市、鈴鹿市、志摩市、

伊賀市、菰野町、大台町

長野県（17市町村）
長野市、松本市、飯田市、須坂市、

飯山市、塩尻市、千曲市、佐久穂町、
富士見町、飯島町、南箕輪村、松川町、

泰阜村、豊丘村、麻績村、池田町、
小布施町和歌山県（４市町）

和歌山市、有田市、
かつらぎ町、湯浅町

香川県（７市町）
高松市、坂出市、さぬき市、

東かがわ市、三豊市、
宇多津町、琴平町

福岡県（９市町）
豊前市、中間市、小郡市、

大野城市、宗像市、宮若市、
宇美町、篠栗町、桂川町

大分県（５市）
竹田市、豊後高田市、

豊後大野市、由布市、国東市

島根県（２市）
益田市、雲南市

岡山県（７市町）
玉野市、総社市、高梁市、
備前市、真庭市、浅口市、

和気町

高知県（４市町）
南国市、土佐清水市、

四万十市、越知町

札幌市

仙台市

新潟市

横浜市 千葉市

さいたま市

静岡市大阪市

京都市
川崎市

堺市
岡山市

北九州市

広島市

富山県（12市町）
高岡市、魚津市、氷見市、滑川市、

黒部市、砺波市、小矢部市、南砺市、
射水市、上市町、立山町、朝日町

石川県（12市町）
金沢市、七尾市、小松市、珠洲市、

加賀市、かほく市、野々市市、津幡町、
内灘町、志賀町、中能登町、穴水町

相模原市

神戸市

名古屋市

【R6年６月時点※】
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地域スポーツクラブ活動への移行に向けた実証事業に係る実施方針（概要）

✓ 各都道府県・市区町村の地域スポーツ推進体制等の下で、地域の実情

に応じて、運動部活動の地域スポーツクラブ活動（以下「地域クラブ

活動」という。）への移行に向けて多様な取組を実施。

⚫ 地域スポーツクラブ活動への移行に向けた実証

面的・広域的
な取組

内容の充実
参加費用負担

支援等

関係団体・分野
との連携強化

体制整備 指導者の質の
保障・量の確保

学校施設の
活用等

✓ 実証は、以下の観点に十分留意して実施。

① 地域の実情等に応じた多様な地域クラブ活動のモデル（収支構造

を含む）の構築等

② 地域クラブ活動の維持・運営に必要なコスト、受益者負担等と公

的資金の適切なバランスの検証

③ 経済的困窮世帯への参加費用負担支援の金額・スキームの検証

④ 指導者の質の保障、適切な指導の実施、指導者の量の確保に関す

る方策の検証

⑤ 地域クラブ活動を支える人材育成や仕組みの整備

⑥ 地域クラブ活動の要件等の明確化を図る方策の検証

⑦ 全国的な取組の推進

1) 実証事業を初めて実施する市区町村の取組

2) 単一自治体での対応が困難な場合の市区町村を超えた取組

⑧改革推進期間終了後を見据えた取組の推進

■ スポーツ庁から各都道府県への事業費の配分方法…a)

✓ 以下の基礎係数、傾斜配分係数、激変緩和係数等に基づき、スポーツ庁から

各都道府県に対して事業費を配分

• 基礎係数：都道府県事業費※、市区町村事業費、地域クラブ活動実施費

• 傾斜配分係数：推進計画等策定状況、協議会等設置状況

• 執行状況係数：直近の実証事業の執行率

• 激変緩和係数：前年度の委託契約額 等

■ 各都道府県から市区町村への事業費の配分方法…b)

✓ 地域の実情に加えて、実証事業の趣旨や取り組むべき観点

等を踏まえつつ、予算を効果的・効率的に使用する観点か

ら、都道府県が市区町村に対して事業費を配分。特に以下

の取組には優先的に事業費を配分。

⚫ 地域スポーツクラブ活動への移行に向けた実証事業に係る実施方針の位置付け等

• 地域クラブ活動のモデルの構築や検証に資する取組

 →特に左記の観点①、②、③に優先的に配分

• 全国的な取組の推進に資する取組

→特に左記の観点⑦1)、2）に優先的に配分

- 総括コーディネーターの配置

 - 協議会等の設置・運営

 - 市区町村への支援、実証事業の成果の検証・普及

 - 平日・休日の一貫指導（市区町村へ再委託分）

※ 都道府県事業費として以下の取組等を想定した一定額を配分

■ 実証において取り組むべき観点

■ 実証の取組内容

✓ 地域スポーツクラブ活動への移行に向けた実証事業（以下「実証事業」という。）を効果的かつ円滑に実施するため、事業実施に当たっての基本的な考え方や

方向性等を整理したものとして、実施方針を示す。

・都道府県
   事業費※

・市区町村
   事業費
・地域クラブ
   活動実施費
    
 →b)により
配分

a)により

配分

＜取組例＞

令和６年１月３０日
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実証事業に係る実施方針のポイント

➢ 地域の実情等に応じた多様な地域クラブ活動のモデル（収支構造を含む。）の構築等

● 観点①：

✓ 各地域の実情等に応じた地域クラブ活動を整備する観点から、域内において、人口規模・密度、中山間地域・離島

などの地理的条件、中学校数、中学校の規模、生徒数、運営団体・実施主体等に応じた多様な地域クラブ活動

（収支構造を含む。）のモデルの構築を図る。

✓ 競技・大会志向で特定の種目や分野に継続的に専念する活動だけではなく、例えば、体験教室やレクリエーション的

な活動、複数の種目を経験できる活動、障害の有無にかかわらず誰もが一緒に参加できる活動など、生徒の志向

（希望する内容も含む。以下同じ。）や体力等の状況に適したスポーツに親しむ機会を提供する地域クラブ活動のモ

デルの構築を目指す。

✓ 生徒のニーズや意見等が反映される仕組み（例えば、生徒によるワークショップの実施や児童・生徒へのアンケート調

査等）や生徒が地域クラブ活動の運営に参画して活動を支える事例の収集等を行う。

✓ モデルの構築に当たっては、モデルの構築に至るプロセスを分析する観点から、現場で課題解決に中心的に取り組んだ

キーパーソン（例えば、総括コーディネーターや教育委員会の指導主事、中学校教職員、地域スポーツ担当部署職

員、体育・スポーツ協会職員、各競技団体職員、総合型地域スポーツクラブ職員、スポーツ推進委員等）の役割や

取組内容、能力・経験等を明らかにし、事例として収集する。
15



多様な地域クラブ活動（収支構造を含む。）のモデルの構築

◆多様なモデルのマッピング（運営類型／規模別）のイメージ
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主な内容

１.はじめに

２.実証事業の概要

３.実証事業の成果

(1) 運動部活動の地域移行
(2) 合同部活動の推進/短期間・効果的な活動の推進

※自治体における取組の経費や財源についても記載

４.実証事業先一覧表

コラム 複数団体が１つになって取り組む地域移行、生徒のニーズや意見等が反映される仕組みづくり、地
域スポーツクラブ活動の収支構造例などを盛り込んだコラムを記載

事例集 目次

令和５年度運動部活動の地域移行等に向けた実証事業事例集について (令和６年８月)

市区町村運営型

地域スポーツ・

文化芸術団体等
運営型

その他

運営形態の類型イメージ

〇実証事業の課題、成果や好事例を踏まえ、休日の地域移行における運営形態の類型イメージや地域移行の要素の例を提示。
〇各取組事例のポイントや基礎情報、特徴的な取組等を中心に紹介し、コラムでは、複数団体が１つになって取り組む地域移行等、各自治体に参考にして
いただきたい情報を掲載。

※上記のほか、スポーツ少年団、競技団体、クラブチーム、プロスポーツチーム、フィットネスジム、大学など多様な主体による運営が考えられる。

その他の類型 学校と関係する団体や地域学校協働本部、スポーツ・文化コミッション等が運営する形として実施

総合型地域スポーツクラブが運営する形として実施

市区町村が競技団体と連携して運営する形として実施

市区町村が任意団体（一般社団法人や協議会等）を創設し、任意団体が運営する形として実施

市区町村教委が地域の団体（地域スポーツ団体や地元企業、大学等）や地域の指導者と連携
し、運営する形で実施

体育・スポーツ協会が運営する形として実施

民間事業者が運営する形として実施

任意団体設立型

地域団体・人材活用型

競技団体連携型

民間事業者運営型

体育・スポーツ協会運営型

総合型地域スポーツクラブ運営型
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令和５年10月28日（土）に、こども家庭庁が行う「こども若者★いけんプラス」の枠組みで、10人の中学生
（９都府県）から中学校の休日の運動部活動の地域クラブ活動への移行について意見を募集した。

・すごい指導者の合同練習会があればいい
・（時々でも）プロに教えてもらうのは効果的で、重要。
・やりたい人がいればそれだけでクラブは作れる。指導者は見つけられた
らいいねという感じで、好きなようにやっていけばいいのではないか。

スキー/スケートボード/ラグビー/弓道/卓球/
パルクール/新しいスポーツをやれたらかっ
こいい/ボッチャやモルックといったパラリ
ンピック競技/バンド活動/メイク/畑で何か
育てることができると嬉しい

・初心者など、レベルで分けたほうがいい。
・指導者の人数を増やしたら、どちらのタイプの人も見てあげられるのでは
・募集の際に「初心者でも優しく教えます」と記載されたりしていると初心者でも安心できる
・学年関係なく同じレベルからスタートだと良い。
・運動が苦手な人で集まっていろいろなスポーツを経験できれば、恥ずかしくないし、得意なもの
や自分ができるものも見つかるのでは

・金銭面で外部のクラブに入るハードルが下がればいい
・月払いだと「お金がかかるから休めない」となるので、都度支払いがいい。

・軽く・楽しむことを目的にしてほしい
・一つ一つの部活をゆるくしてほしい
・遊びでもスポーツができたらいい
・体育で遊びたい。部活はガチすぎる
・勉強と両立するため、短時間でできる運動であればいい
・スポーツは楽しみながらできるほうがいい
・エンジョイしたい人と大会で勝って実績を積みたい人のバランス

・様々な部活・いろんな種目を体験して楽しむことができると面白い
・いろんな競技を練習の一環として経験できるといい。
・レクリエーション的なものを土日にやったりできるといい。
・学校に部活という枠をつくるより、やりたい人が地域のクラブに行
ってやる方が続ける義務感の問題もなくていい。

・地域クラブの種類は部活動の種類より多いと嬉しい

・やれる部活の種類が増えたり、他校の生徒と試合ができたりしたら嬉しい
・いろんな人と交流できる運動施設があれば、それを目的に運動しに行ける。

・所属する部活の時間以外の時間に他の活動をしたい
・休みのタイミングを調整して兼部できるシステムがあったらいい
・部活は辞めづらいし途中入部もしづらい。
・顧問の先生が知識もなく、よく知らないのに口を出してくるのは困る。プランを一緒に考えてくれるだけ
でもいい。

・団体競技では特に他校と交流を持ったらいいのにと思うが、先生たちの交流がない。

ニーズに応じた活動

やってみたい活動

金銭的不安

交流の活性化

指導者の質

多種目

レベルに応じた活動

部活動の課題

19

生徒のニーズや意見等が反映される仕組み



群馬県

⚫群馬県では、部活動改革の主役である中学生・高校生

が、自分たちにとってより良い地域スポーツ・文化芸

術活動の在り方や環境などについて本音で語り、県や

市町村へ思いを届ける「ワークショップ」を開催。

⚫自ら参加を希望した20人の中学生・高校生が、４人１

組となり「①今の部活動の好きなところ、嫌いなとこ

ろ、気になっていること」、「②これからの活動、放

課後の理想的な活動」について、意見を語り合った。

⚫「ワークショップ」での中学生・高校生の思いや意見

等を市町村や関係団体等と共有し、今後の県及び市町

村の部活動改革の推進に生かしていく。

✓ 部活動改革の主役である中学生・高校生を対象とした「ワークショップ」を開催

観点：生徒の志向や希望する内容、体力等の状況に適したスポーツに親しむ機会の提供

生徒のニーズや意見等が反映される仕組み

※出典：群馬県教育委員会からの提供資料に基づきスポーツ庁作成 20
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実証事業に係る実施方針のポイント

➢ 地域クラブ活動の維持・運営に必要なコスト、受益者負担等と公的資金の適切なバランスの検

証、エビデンスとしての整理

● 観点②：

✓ 持続的に活動することを前提とした仕組みづくり（例えば、国費だけではなく、受益者負担や行政・関係団体の

自主財源、寄附等を活用した基金の創設、企業版ふるさと納税の活用、学校施設の管理運営の指定管理者

制度や業務委託の導入等）を推進する。特に、都道府県は、域内の各市区町村における検討や取組等の状

況を把握するとともに、必要な指導助言を行う。

✓ 将来的な枠組みや支援方策の検討等を視野に入れて、地域クラブ活動の運営や指導者配置等に必要なコ

ストを検証するとともに、こうしたコストをどのように賄っていくかについて受益者負担等と公的資金との適切なバラ

ンスも含めて収支構造を検証し、エビデンスとして整理する。また、検証に当たっては、学校部活動においても部

費等として一定の受益者負担が生じていたことにも留意する。
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地域スポーツクラブ活動の収支構造例（令和５年度事例集より）

受益者負担の例

※ 「令和５年度 運動部活動の地域移行等に向けた実証事業事例集（令和６年８月）」 P.64 コラム６をもとに作成

一定の割合の受益者負担により、持続的に活動することを前提とした仕組みを構築
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地域スポーツクラブ活動の収支構造例（令和５年度事例集より）

自治体負担の例

※ 「令和５年度 運動部活動の地域移行等に向けた実証事業事例集（令和６年８月）」 P.63 コラム６をもとに作成

クラブ創設時のイニシャルコストを自治体が負担。受益者負担による運営へ段階的に移行。
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持続的な活動とするための仕組みの構築（ふるさと納税型クラウドファンディング）

⚫令和５年度

子どもたちの多様なニーズに応え、スポーツや文化に親しむ機会を創出す

るため、新たな種目の開設や指導者の研修・指導にかかる経費、小学生に

向けたクラブの開設など、子どもたちの成長を促すために必要な費用の確

保へ向けたクラウドファンディングを実施。

◆ 茨城県守谷市の取組「守谷市地域クラブ活動応援サポート」

・新たな種目の創設費用（硬式テニス、ダンス等）

・拠点整備費用（運動施設の新設や改修等、活動施設の環境整備費用）

・体験教室の開催費用・指導者養成講習会の開催

【指導者研修の例】

ハラスメント・コミュニケーション・チームビルディングに関する研修

医科学的視点から見たスポーツ指導、エピペン研修等

寄付金額

支援人数

5,691,000 円

237 人

達成率

117 %

取組期間

2023年11月22日
～2024年2月19日90 日間

寄附金の使い道

令和５年度の実績例

・新たな種目（硬式テニス、ダンス）の創設
・指導者の養成
・体験教室の開催

プロダンサー、振付師による小学生対象

のダンス体験教室終了後の様子 出典：https://www.furusato-tax.jp/gcf/2737?srsltid=AfmBOoog8U3AcT8d_HFQxSMFgbAVWAL50b-fK7x896K4DlHFa48IPh2I
https://www.furusato-tax.jp/gcf/3444?srsltid=AfmBOop-3pFhp91xEo0m08X8H4mLDDexDeao9uqtD_iEa0usVc9KM8wU

・学校部活動にはない新しいスポーツ競技、文化芸術活動の体験活動

や新しいクラブの創設費用

・各種目の専門コーチの雇用費用

・地域クラブ活動を安全に行うための

指導者講習会の開催費用

・地域クラブ活動に必要な備品の購入

費用 など

寄附金の使い道

⚫令和６年度

「今、子どもたちがやりたいことを応援する！」を目標に掲げ、クラウド

ファンディングを実施。集まった寄付金を守谷市教育文化振興基金に積み

立て、来年度以降の地域クラブ活動の運営費用に使用。

守谷市教育文化振興基金

ふるさと納税型クラウドファンディング

地域クラブ活動の運営費用

寄附

積立

活用

実施期間：2024年10月3日～2024年12月31日

24
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実証事業に係る実施方針のポイント

➢ 観点②を前提とした経済的困窮世帯への参加費用負担支援の金額の検証、個人情報保護

や手続き、事務負担等の観点からの参加費用負担支援のスキームの検証、好事例の収集

● 観点③：

✓ 将来的な枠組みや支援方策の検討等を視野に入れて、地域クラブ活動のモデルに応じた経済的困窮世帯への

参加費用負担支援の金額を検証し、エビデンスとして整理する。

・保護者等が、地域クラブ活動の運営団体に就学援助決定通知書の写しを持参して申請することにより、参加費

等を減免する。

・地域クラブ活動の運営団体への参加申込の際に、保護者等から個人情報に関する同意、手続きの委任等を受

け、運営団体が地方自治体に確認した上で、対象者の参加費等を減免する。

➢ これまで試行されている事例、想定される取組例等

・参加費の月額3,000円のうち、経済的困窮世帯には月額2,000円を実質的に減免。

✓ 個人情報の保護、保護者による手続きの負担、地方自治体や運営団体の事務負担等の観点から、域内における

地域クラブ活動の運営団体の類型等に応じた経済的困窮世帯への参加費用負担支援のための手続等のスキー

ムを検証するとともに、好事例を収集する。

➢ これまで試行されている事例、想定される取組例等

25



地域スポーツクラブ活動の収支構造例（令和５年度事例集より）

会費支援等の例

保護者

中学校

運営事務局

申請書提出 申請書受領

返金

クラブ
該当確認

※ 「令和５年度 運動部活動の地域移行等に向けた実証事業事例集（令和６年８月）」 P.65 コラム６をもとに作成

経済的な理由で子供がスポーツ活動への参加をあきらめることがないよう会費を支援

26
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実証事業に係る実施方針のポイント

➢ 地域クラブ活動の要件等の明確化を図る方策の検証、好事例の収集・普及

● 観点⑥：

✓ ガイドラインに沿った生徒のスポーツ活動の場として地域クラブ活動を推進するとともに、地域クラブ活動を提供する新た

な運営団体・実施主体の参画を促進する観点から、特に、公的支援（例えば、財政的支援、公共施設の優先利

用、使用料減免等）の対象となる地域クラブ活動の要件や基準等を明確化する取組を検証するとともに、好事例

を収集する。

➢ これまで試行されている事例、想定される取組例等

・都道府県が示した地域クラブ活動の要件を踏まえ、市区町村が地域の実情を踏まえながら、地域クラブ活動の

要件を調整して設定し、登録・指定等を実施。

・市区町村が、独自に認定制度を設けて、地域クラブ活動を認定。

27
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出典：山口県、山口県教育委員会「山口県新たな地域クラブ活動の在り方等に関する方針」（令和5年（2023年）10月）

地域クラブ活動の要件や基準等を明確化

✓都道府県が示した地域クラブ活動の要件を踏まえ、市区町村が地域の実情を踏まえながら、地域クラブ

活動の要件を調整して設定し、登録・指定等を実施。

⚫山口県の取組例

≪地域クラブ活動の要件≫ 
地域クラブ活動は、学校部活動の教育的意義や役割を継承する活動であることを踏まえ、単に中学生

が加入するスポーツクラブ・文化芸術クラブ等とは区別する必要があると考えられる。特に、行政からの支援
の対象となる地域クラブ活動については、この方針に従って、例えば、市町が以下のような要件を設定し、
登録・指定を行うなど適切な地域クラブ活動として運営されることが望ましい。また、必要に応じ、地域の実
情を踏まえながら、近隣市町と要件を調整することも想定される。
市町が認める地域クラブ活動であることとして、

○ 国が通知した、「学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関する総合的なガイドライン」に
準じた活動を行っていること

○ 学校部活動の全部、または一部を引き受ける団体であること
○ 活動状況について、定期的に生徒の在籍校と情報共有等が行われていること
○ 規約・定款等に基づき団体の運営を行い、会計について公の場で承認を受け、適切にされていること
○ 活動中の事故やトラブル等の管理責任が明らかであり、その解決に向けて、必要に応じて学校と連携す
る体制が整備されていること

○ 公認スポーツ・文化芸術指導者資格を有している、または市町が基準として示す指導者研修会等を受
講した指導者が携わっていること

○ 活動の維持・運営に必要な範囲で、可能な限り低廉な会費を設定していること
○ 適切な活動時間や休養日等を設定していること
などの要件が考えられる。



「北見市地域クラブ活動認定制度」について

北見市認定地域
クラブ活動の紹介

北見市地域クラブ
活動認定制度

北見市立学校における部活動の受け皿として、北見市地域クラブ活動に認定し、支援することにより、中学生
等のスポーツ・文化芸術活動に親しむ環境の充実を図るとともに、生涯スポーツ・生涯学習社会の実現を図るこ
とを目的とする。

認定地域クラブ活動への支援
・各種大会、コンクール等への参加補助
・就学援助世帯へのクラブ活動費の給与
・北見市ホームページでの活動紹介

＜認定の要件＞
・部活動の地域の受け皿として、中学生等を対象にスポーツまたは、文
化芸術活動を行い、専門性の高い指導を目指すこと。
・「北見市立学校における部活動の在り方に関する方針」に沿った活動

  （休養日・活動時間については遵守）であること。
  ・北見市内の社会教育施設等の公共施設または学校施設を活動の拠
点
  としていること。
・地域クラブに参加する会員（中学生等及び保護者）が自由に加入及び

  脱会できること。また、脱会の際には会費等の取り扱いを明確にして
  おくこと。
・団体の規約、年間活動計画、年間収支予算、役員名簿等を整備してい

  ること。
・会員から運営に必要な会費等を徴収していること。
・営利を目的とした団体でないこと。
・中体連等の各種大会は、地域クラブとしての参加を原則とすること。

⚫北海道北見市の取組例

出典：第２回地域スポーツクラブ活動ワーキンググループ（令和６年９月18日）における北海道北見市提出資料
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1.協議会・推進計画の整備状況

推進計画の策定状況
協議会の設置状況＼

策定済
策定予定

（令和６年度中）
検討中 予定なし 総計

設置済 392 219 259 50 920

設置予定
（令和６年度中） 15 93 93 10 211

検討中 8 7 193 12 220

設置したが解散した 7 1 4 0 12

設置予定なし 8 3 15 78 104

総計 430 323 564 150 1,467

①協議会 ②推進計画

922; 63%212; 14%

221; 15%

12; 1%
104; 7%

①設置済

②R6年度中に設置を予定している

③検討中

④設置したことはあるが解散した

⑤予定なし

430; 29%

324; 22%

565; 39%

150; 10%

①策定済

②R6年度中に策定を予定している

③検討中

④予定なし

3/4以上の自治体が、令和６年度中までに協議会を設置済もしくは設置予定と回答。
半数以上の自治体が、令和６年度中までに推進計画を策定済もしくは策定予定と回答。
一方、設置・策定の予定なしと回答した自治体もそれぞれ約１割見られる。

30
（出典）スポーツ庁「学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関する総合的なガイドラインに係るフォローアップ調査結果（速報値）（令和6年８月）」



２－３．休日の部活動の地域連携・地域移行の動向（自治体数）

◆自治体数（各類型での活動を実施する自治体数）
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※1 各年度の地域移行を実施した自治体数は、前年度までに地域移行の取組を完了した自治体数も含む
※2 学校部活動は従来の活動形態であるため、「未定」の選択肢は設けていない
※3 未定等により、年度ごとに回答率が異なるため、合計値は一致しない

地域移行（地域スポーツクラブ）を実施する自治体数（※1）は令和６年度から漸増している。
学校部活動を実施する自治体数は令和６年度から、地域連携（合同部活動／部活動指導員の活用）
を実施する自治体数は令和７年度から漸減している。

R5 R6 R7 R8 未定

地域移行
（地域スポーツクラブ）

地域連携
（合同部活動）

地域連携
（部活動指導員の活用）

学校部活動

R5 R6 R7 R8 未定 R5 R6 R7 R8 未定 R5 R6 R7 R8

※休日の部活動の実施に当たり、部活動を各類型で実施した／実施予定の自治体数を調査。

31
（出典）スポーツ庁「学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関する総合的なガイドラインに係るフォローアップ調査結果（速報値）（令和6年８月）」



4809; 10%

1412; 3%

5440; 11%

36123; 76%

25798; 55%

2049; 4%

4027; 9%

15179; 32%

２．休日の部活動の地域連携・地域移行の動向（部活動数）

R5（実績） R6

R7

◆部活動数

地域移行（地域スポーツクラブ）

地域連携（合同部活動）

地域連携（部活動指導員の活用）

学校部活動

9824; 21%

2053; 4%

5651; 12%29773; 63%

16161; 37%

2193; 5%

4954; 12%

19996; 46%

※1 各年度の地域移行の部活動数は、
 前年度までに地域移行を完了した部活動数も含む

※2 未定等により、年度ごとに回答率が異なるため、
 合計値は一致しない

※3 調査票では、令和５年度～令和８年度の他、地域
移行（地域スポーツクラブ）は「令和９年度以降」
「時期未定」、地域連携・学校部活動は「時期
未定」の回答欄を設けたため、令和６年度以降の
集計には一部の部活動は含まれない

R8

令和５年度以降、地域移行（地域スポーツクラブでの活動）に取り組む部活動数（※1）は増加
している。令和７年度までには、23,308部活動（54%）が地域連携または地域移行（地域スポ
ーツクラブでの活動）を予定している。
※休日の部活動の実施に当たり、各類型で実施した／実施予定の部活動数を調査。

地域連携または地域移行を
実施する部活動数：

11,661部活動（24%）

17,528部活動
（37%）

31,874部活動
（68%）

23,308部活動
（54%）

32
（出典）スポーツ庁「学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関する総合的なガイドラインに係るフォローアップ調査結果（速報値）（令和6年８月）」



３－３．平日の部活動の地域連携・地域移行の動向（自治体数）
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平日の部活動においても、休日同様、地域移行（地域スポーツクラブ）を実施する自治体数
（※1）は令和６年度から漸増している。
学校部活動を実施する自治体数は令和６年度から、地域連携（合同部活動／部活動指導員の活用）
を実施する自治体数は令和７年度から漸減している。

※平日の部活動の実施に当たり、部活動を各類型で実施した／実施予定の自治体数を調査。

※1 各年度の地域移行を実施した自治体数は、前年度までに地域移行の取組を完了した自治体数も含む
※2 学校部活動は従来の活動形態であるため、「未定」の選択肢は設けていない
※3 未定等により、年度ごとに回答率が異なるため、合計値は一致しない

R5 R6 R7 R8 未定

地域移行
（地域スポーツクラブ）

地域連携
（合同部活動）

地域連携
（部活動指導員の活用）

学校部活動

R5 R6 R7 R8 未定 R5 R6 R7 R8 未定 R5 R6 R7 R8

◆自治体数（域内で各形態での活動を実施する自治体数）

（出典）スポーツ庁「学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関する総合的なガイドラインに係るフォローアップ調査結果（速報値）（令和6年８月）」
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1479; 4%

943; 2%

4271; 11%

32882; 83%

2574; 7%

1400; 4%

4552; 12%

27852; 77%

3632; 13%

1364; 5%

3771; 13%19619; 69%

6274; 22%

1359; 5%

3441; 12%

17105; 61%

３－１．平日の部活動の地域連携・地域移行の動向（部活動数）

R5 R6

R7

◆部活動数

地域移行（地域スポーツクラブ）

地域連携（合同部活動）

地域連携（部活動指導員の活用）

学校部活動

R8

令和５年度以降、地域移行（地域スポーツクラブでの活動）に取り組む部活動数（※1）は増加
している。令和７年度までには、8,767部活動（31%）が地域連携または地域移行（地域スポー
ツクラブでの活動）を予定している。

地域連携または地域移行を
実施する部活動数：

6,693部活動（17%）

8,526部活動
（23%）

11,074部活動
（39%）

8,767部活動
（31%）

※1 各年度の地域移行の部活動数は、
 前年度までに地域移行を完了した部活動数も含む

※2 未定等により、年度ごとに回答率が異なるため、
 合計値は一致しない

※3 調査票では、令和５年度～令和８年度の他、地域
移行（地域スポーツクラブ）は「令和９年度以降」
「時期未定」、地域連携・学校部活動は「時期
未定」の選択肢を設けたため、令和６年度以降の
カウントでは一部の部活動が含まれていない

※平日の部活動の実施に当たり、各類型で実施した／実施予定の部活動数を調査。

（出典）スポーツ庁「学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関する総合的なガイドラインに係るフォローアップ調査結果（速報値）（令和6年８月）」
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岐阜県の動き

3535出典：岐阜県教育委員会作成資料



４．今後の方向性等
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【委員構成】各団体の役員等
（経済界、地方団体、推進自治体、学校関係者、PTA、スポーツ・文化団体、弁護士、マスコミ等）

【開催頻度】 ３回程度／年

【主な議事】
〇 地域クラブ活動への移行に係る課題の整理・解決策について
〇 令和８年度以降の地域クラブ活動への支援方策等について
〇 ガイドラインの見直しの論点整理について

地域スポーツ・文化芸術創造と部活動改革に関する実行会議

※スポーツ庁、文化庁が合同で開催。

実行会議

地域スポーツクラブ活動WG

【委員構成】各団体の実務者等
（推進自治体、学校関係者、事業者、スポーツ団体、競技団体等）

【開催頻度】 ４回程度／年

【主な議事】
〇 実証事業の取組状況等を踏まえた課題の整理や

解決策の検討

〇 地域クラブ活動のモデル・プロセス等の分析、受
益者負担と公的支援のバランスを踏まえた今後の支
援の在り方(困窮世帯への支援含む)

〇 対面とデジタルの最適な組み合わせ

〇 ガイドラインの見直しに向けた論点整理

地域文化芸術活動WG

【委員構成】各団体の実務者等
（推進自治体、学校関係者、文化団体、実践団体）

【開催頻度】 ４回程度／年※スポーツ庁 ※文化庁

WG

地域スポーツ・文化芸術創造と部活動改革に関する実行会議

【主な議事】
〇 実証事業の取組状況等を踏まえた課題の整理や

解決策の検討

〇 地域クラブ活動のモデル・プロセス等の分析、受
益者負担と公的支援のバランスを踏まえた今後の支
援の在り方(困窮世帯への支援含む)

〇 対面とデジタルの最適な組み合わせ

〇 ガイドラインの見直しに向けた論点整理

※上記の他、地域スポーツクラブ活動体制整備事業において、実証事業等の調査・分析を実施
37



「地域スポーツ・文化芸術創造と部活動改革に関する実行会議」中間とりまとめ（案）概要①

１．改革の理念及び基本的な考え方等

●急激な少子化が進む中でも、将来にわたって生徒が継続的にスポーツ・文化芸術活動に親しむ機会を確保・充実するのが改革の主目的。
（地理的要因や障害の有無等に関わらず、生徒が希望する活動を主体的に選択できる環境の整備を図ることが重要）

●学校単位で部活動として行われてきたスポーツ・文化芸術活動を、地域全体で関係者が連携して支え、生徒の豊かで幅広い活動機会を保障。

●生涯にわたってスポーツや文化芸術と豊かに関わる力を身につけることを含めた、スポーツ・文化芸術の役割や意義も尊重する必要。

※改革を実現するための手法を考える際には、教師の負担軽減を図ることや良質な指導等を実現することについても考慮。

（１）改革の理念

（２）地域クラブ活動の在り方

●地域クラブ活動においては、部活動が担ってきた教育的意義を継承・発展させつつ、新たな価値を創出することが重要。

＜新たな価値の例＞
生徒のニーズに応じた多種多様な体験（１つの競技種目等に専念しないマルチスポーツや、スポーツと文化芸術の融合、レクリエーション的な
活動等を含む）、生徒の個性・得意分野等の尊重、学校等の垣根を越えた仲間とのつながり創出、地域の様々な人や幅広い世代との豊かな交流、
適切な指導者による良質な指導、学校段階にとらわれない継続的な活動（引退のない継続的な活動）及び地域クラブの指導者による一貫的な指導

●地域クラブ活動の具体的な実施形態や活動内容等は多様な形があり得る。地域の実情等にあった望ましい在り方を見出していくことが重要。

●民間のクラブチーム等との区別や質の担保等の観点から、地域クラブ活動の定義・要件や認定主体、認定方法等を国として示す必要。

（３）地域全体で連携して行う取組の名称（「地域移行」の名称変更等）

●上記の理念や地域クラブ活動の在り方等をより的確に表すため、「地域移行」という名称は、「地域展開」に変更。

【コンセプト】①学校内で運営されてきた活動を広く地域に開き、地域全体で支えていく ＋ ②新たな価値を創出し、より豊かで幅広い活動を可能とす
る。

（４）改革を進めるに当たっての基本的な考え方

●上記の理念等を幅広い関係者で共有しながら地域展開等に取り組むこと。 ●具体的手法は地域の実情等に応じた多様な選択肢を認めること。

●活動の場を増やすだけでなく、活動内容の質的向上も図ること。 ●対面とデジタルを最適に組み合わせるなど新たな手段も最大限活用すること。

●受益者負担と公的負担とのバランス等の費用負担の在り方を検討し、国・都道府県・市区町村が支え合いながら適切な支援を行うこと。

※下記の内容は、公立中学校等の生徒を主な対象としたもの
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「地域スポーツ・文化芸術創造と部活動改革に関する実行会議」中間とりまとめ（案）概要②

２．改革推進期間の成果と課題

●令和５年度から「改革推進期間」がスタートし、国の実証事業等を通じて、地方公共団体による取組が着実に進捗。既に休日の地域展開を
完了している地方公共団体や、令和７年度末又は８年度末までの完了を目指している地方公共団体も存在しており、今後も更に改革が進捗
していく見込み。

●地方公共団体の創意工夫により、地域の実情に応じた運営形態のモデルや指導者確保等の課題の解決に向けた方策等も見出されている。

●他方、改革途上にある地方公共団体等も多い。これまでの改革の歩みを止めず、より一層の改革を進めていくことが必要。

３．今後の改革の方向性

●地方公共団体が幅広い関係者の理解と協力の下、平日・休日を通した活動を包括的に企画・調整し、多様な選択肢の中から地域の実情等
にあった望ましい在り方を見出し、改革の方針を決定することが重要（生徒・保護者等への丁寧な説明も必要）。

   ※休日の地域展開とともに、平日の地域展開もあわせて、できるところから取り組むことなどもあり得る。

改革の

進め方

・休日については、次期改革期間内に、原則、全ての部活動において地域展開の達成を目指す。

※地域の実情等を踏まえつつ、できる限り前倒しでの達成を目指すことが望ましい。
※中山間地域や離島など特殊な事情により地域展開に困難が伴う場合等には、国としても、きめ細かなサポートを通じて地域

展開を後押し。それでも地域展開が困難な場合には、当面、部活動指導員の配置等を適切に実施。

・平日については、各種課題を解決しつつ更なる改革を推進。まずは、国において、地方公共団体が実現可能
な活動の在り方や課題への対応策の検証等を行うとともに、地方公共団体において地域の実情等に応じた取組を進める。

次期

改革期間

「改革実行期間」（前期：令和8～10年度 ⇒ 中間評価 ⇒ 後期：令和11～13年度）

※現時点で着手していない地方公共団体においても、前期の間に休日の地域展開等に着手。
※平日の改革については、前期において活動の在り方や課題への対応策等の検証を行った上で、中間評価の段階で改めて取組

方針を定め、更なる改革を推進。

費用負担

の在り方等

・地方公共団体において、地域の実情等に応じて安定的・継続的に取組が進められるよう、受益者負担と公的負担とのバランス
等の費用負担の在り方等を検討する必要。

・公的負担については国・都道府県・市区町村で支え合うことが重要。

・企業版ふるさと納税やガバメントクラウドファンディングをはじめとした寄附等の活用等、新たな財源の確保も有効に組み合わせて

いくことが重要。

・家庭の経済格差が生徒の体験格差につながることのないよう、経済的に困窮する世帯の生徒への支援については確実に措置を
行う必要。

※改革を円滑に進めるためには、地方公共団体とともに、総合型地域スポーツクラブ、スポーツ少年団、体育・スポーツ協会、競技団体、文化芸術団体、
   社会教育施設、民間事業者、大学、スポーツ推進委員等と適切に役割分担を行い、幅広い関係者が連携・協働しながら一体となって取組を進める必要。 39



「地域スポーツ・文化芸術創造と部活動改革に関する実行会議」中間とりまとめ（案）概要③

４．地方公共団体における推進体制の整備

●地方公共団体において、専門部署の設置や総括コーディネーターの配置等、適切な推進体制を整備することが重要。

●都道府県が広域自治体としてリーダーシップを発揮し、市区町村に対して必要な支援をきめ細かく行うことも重要。

●一つの市区町村における対応が困難な場合には、複数の市区町村による広域連携の取組を進めることも重要。

●地域クラブ活動は、学校外の活動ではあるものの、教育的意義を有する活動であり、継続的にスポーツ・文化芸術活動に親しむ機会を確保し、
学校を含めた地域全体で生徒の望ましい成長を保障するもの。そのため、地域クラブと学校との連携が大切。

●現時点における地域展開等の進捗状況・見通しを踏まえると、今後、休日を中心に、地域クラブ活動が広く普及・定着していることが見込まれる
一方で、当面は、平日を中心に部活動が存続する学校も一定程度あることが想定。

●今後、こうした地域クラブ活動の意義や地域展開の進捗等の実態を踏まえつつ、学習指導要領の次期改訂時にあわせて、部活動と地域クラブ
活動に関する記載の在り方を検討（具体的な内容については、最終とりまとめまでに更に検討を深める）。

５．学習指導要領における取扱い

【各論（個別課題への対応等）】 ※実証事業における取組・成果の分析等も踏まえ、最終とりまとめまでに更に検討を深める。

１．地域クラブ活動を担う運営団体・実施主体の体制整備（組織体制・財務基盤の整備、ICT活用による事務処理の効率化等）

２．指導者の質の保障・量の確保（多様な人材の発掘・マッチング・配置、大学生の活用、指導を望む教師の兼職兼業の推進、ICTの効果的
活用、指導者資格の在り方検討、研修の充実、平日と休日の一貫指導（地域クラブと学校の連携強化等）等）

３．活動場所の確保（学校施設の優先利用・使用料の減免等のルール作り、スマートロック等による鍵の受け渡しの負担軽減、指定管理者
制度の活用促進等）

４．活動場所への移動手段の確保（スクールバスの有効活用、地域公共交通との連携等）

５．大会やコンクールの運営の在り方（地域クラブの参加促進、運営体制の整備・運営方法等（教師の引率等の負担軽減等を含む））

６．生徒・保護者等の関係者の理解促進（効果的な周知・広報等）

７．生徒の安全確保のための体制整備（事故等の防止、暴力・暴言等の不適切行為の防止、生徒及び指導者の保険への加入、地域の専門
家のネットワーク化、トレーナーの効果的な活用・資格の在り方検討等）

８．障害のある生徒の活動機会の確保（体制整備等において考慮すべき特有の事情等） 40



５．地域クラブ活動の推進と地域スポーツ環境の整備
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⚫ 焼津市では令和４年度から段階的に休日の部活動の地域移行を開始。
（生徒のニーズに合わせ、新しい種目や廃部になってしまった種目も新たに開設）

 

⚫ 今後も地域において持続的にスポーツの場を提供していくためには、行政主体ではなく
地域住民やスポーツ団体等が主体的にクラブ運営を行うことが重要である。

静岡県焼津市

地域住民やスポーツ団体等による主体的なクラブ運営

地域クラブを「市民の新たな活躍の場」と考え、行政主体ではなく任意団体設立型での
地域移行を推進。

※ 「令和５年度 運動部活動の地域移行等に向けた実証事業事例集（令和６年８月）」 P.36に基づきスポーツ庁作成
42

⚫ 地域のスポーツ指導者を代表者として種目ごとに任意団体を設立。現在、12種目が休
日を中心に「焼津市地域クラブ活動」として活動し、市内全中学校から参加者を受け入
れている（クラブによっては平日の活動も行っている）。

 

⚫ 行政主体ではなく各団体が自立して地域スポーツクラブ活動を運営しており、各団体の
運営費は、受益者負担で賄われている（１人当たり500～3,500 円/月）。

 

⚫ 市においては、年間の活動計画書の確認や現場視察等によりガイドラインに沿った活動
がされているかを確認。また、地域スポーツクラブを新設する際には、推進委員会を立ち
上げ、クラブ規約等作成への助言等を実施。運営マニュアルを市から提供している。

地域住民やスポーツ団体が種目ごとに任意団体を設立

課

題

対

応

地域スポーツクラブの円滑な運営への支援

◆ 特徴的な取組

◆ 今後の方向性・取組

⚫ 個人種目や競技人口の少ない種目から地域スポーツクラブ化を進めている。令和5年度より、野球やサッカー等の団体種目
の地域スポーツクラブ化に向けた検討を始めている。

⚫ 各団体の運営者からは、集金や会計経理、連絡調整等の運営事務に課題を感じるという声も多い。事務作業の効率化を図
るため、中学校で使用しているGoogle Classroom等のアプリを活用するクラブもあり、研究を進めている。

焼津市地域クラブ活動リーフレットより抜粋

やいづ海洋クラブ ボート漕艇の様子



複数の市区町村による広域連携の取組

◆ 長野県南佐久郡

➢ ６町村（佐久穂町・小海町・北相木村・
南相木村・南牧村・川上村）

➢ 人 口 ：22,445人
➢ 中学校数：４校（公立）
➢ 生徒数 ：507人

・中学校の生徒数は、10年前に比べて約75％に減少
・集団競技を中心に学校単独でチームが作れず、大会に参加

できない状況も発生
・郡内のスポーツ少年団は数が少なく、スポーツクラブや
総合型地域スポーツクラブはない

・令和５年４月「南佐久郡中学校部活動運営委員会」設置
・統括コーディネーターを中心に関係者と連携
・４校校長会で情報共有・意見交換を実施
・６町村からの負担金については、人口に応じて算出

（令和６年４月１日時点）

・拠点校方式合同部活を経て、令和５年度から休日の
部活動を段階的に地域クラブ活動へ移行

・平日の部活動の移行についても着手

➢ 運営体制➢ ６町村が連携した地域クラブ活動

⚫ 現状・課題

令和5年度成果報告書、南佐久郡作成資料をもとにスポーツ庁にて作成。

・赤字路線の活性化と休日における生徒の移動手段の
両立を目指す

・平日の活動や大会参加時に町村所有のバスを使用

➢ JR線利用料補助、町村所有バスの活用

▼８部活動で実施

▼サッカー部がなかった学校の生徒も大会に出場

教員 地域

野球 単（合同） 単 合同 単 単

サッカー 拠点 0 3 15 15 1 6 1

女バレー 単・拠点 単 6 14 単 3 1

男バレー 拠点 0 0 2 11 3 0

女バスケ 拠点（２） 0 6 7 14 3 3 2

男バスケ 拠点 0 5 0 17 1 2 2

軟式テニス 単 単 単

陸上 拠点・団体 23 7 2 団体 2 1

スケート 単 単 単 単 単

卓球 拠点・単 4 5 11 単 3 1

柔道・剣道 単・団体 単 団体 団体 団体

吹奏楽 単 単 単 単 単

美術 単 単 単

22 8指導者合計

令和６年度　南佐久の部活動と休日の活動（５月９日現在）

部活 種類 川上中 南牧中 小海中 佐久穂中 大日向中
指導者
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複数の市区町村による広域連携の取組

◆長野県千曲市・坂城町

➢ 人 口 ：千曲市（約58,000人）
坂城町（約14,000人）

➢ 中学校数：５校（公立）
➢ 生 徒 数 ：1,747人

・少子化により学校単位の部活動の存続が困難に
・「もっとやりたい」「専門的な指導をして欲しい」
「もっとゆるく仲間と楽しみたい」等、生徒のニーズの多様化

・千曲市教育委員会教育総務課内にクラブ事務局を設置
・総括コーディネーターが関係者との連絡調整等を実施
・予算については中学校生徒比で算出

➢ 運営体制➢ ２町が連携し「千曲坂城クラブ」を設立

新たなスポーツ・文化芸術環境の構築を目指す

➢ マイクロバス・タクシーによる学校間移動支援

・令和５年度から段階的に取り組み、令和７年度までに
すべての休日部活動を地域クラブへ移行予定

・令和６年度は、18の専門部を開設
・一部の専門部で平日の部活動の移行についても試行

⚫ 現状・課題

令和5年度成果報告書、千曲市教育委員会作成資料をもとにスポーツ庁にて作成。

（令和５年５月１日時点）
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岐阜県白川町

地域のスポーツ団体が１つになって幅広い住民へのスポーツ機会を提供

一般社団法人スポーツリンク白川の組織体制

体育協会、総合型地域スポーツクラブ、スポーツ少年団が１つになって
幅広い地域住民へのスポーツ機会を提供

⚫ 保護者会が担っていた学校部活動と連携した取組を平成21年から総合型地域スポーツクラブ（チャオ白川スポルトクラブ）が引き継ぎ、
下校後の時間にスポーツ活動の機会を提供。

 
⚫ 将来的に町の公共スポーツ施設の管理を担う団体が求められていた背景等があり、平成25年に町議会とスポーツ団体との懇談会が開

催され、町内のスポーツ団体を一つにまとめる話合いが開始。
 
⚫ 話合いや検討等を重ねて、平成29年3月に、体育協会、スポーツ少年団、総合型地域スポーツクラブ（チャオ白川スポルトクラブ）が

１つになった一般社団法人スポーツリンク白川を設立。
 
⚫ 平成29年度からスポーツリンク白川が町の公共スポーツ施設の一部を指定管理。

⚫ 平成30年、平成31年には、廃部になったS中学校の女子ソフトボール部と男子バレーボール部に代わるクラブをスポーツリンク白川の活
動として実施。令和5年度には、男子バレーボール部が中体連の大会にも参加。

 
⚫ 今後の中学校の統合を見据え、令和9年度以降、スポーツリンク白川が運営団体として新たな地域クラブ活動を担う方向で検討中。

※ 「令和５年度 運動部活動の地域移行等に向けた実証事業事例集（令和６年８月）」 P.39 コラム３をもとに作成

複数団体が１つの組織となり、
法人格を取得した団体として、
公共スポーツ施設の指定管理者
としての役割も果たすとともに、

幅広い地域住民へのスポーツ機会を提供



部活動の地域展開

令和８年夏、部活動廃止 様々な地域団体が運営する ” かけがわ地域クラブ ” へ

46
出典：掛川市教育委員会作成資料
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200指導者

運営ｽﾀｯﾌ

参加者

クラブ

650小・中学生、一般

令和６年９月時点

先行実施中の

将棋
やさいクラブ
女子野球

サッカー
剣道
柔道

ソフトテニス
演劇

空手
美術

バドミントン
プログラミング

陸上競技
バレーボール

水泳
吹奏楽・合唱・弦楽

公認地域クラブ

地域に新たなコミュニティが形成

中遠ガールズ（女子野球クラブ）全国大会出場決定 

人以上

人以上
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出典：掛川市教育委員会作成資料



Point 1 Point 2 Point 3

クラブ創設相談 広報活動支援 研修機会提供

❶子どもや保護者への広報

❷広報パンフレットへの掲載

❶資質向上研修

❷安全管理研修（救命講習）

❸子ども理解研修

❶活動会場の調整

❷クラブ会則作成の支援

❸他クラブとの連携と調整

❹指導希望者の紹介

❺運営支援システムの事例紹介

クラブ創設相談 広報活動支援 研修機会提供
令和５年度受講実績：63人

❸掛川市HPへの募集案内掲載

～ 地域 ク ラ ブ創設のチ ャ レ ン ジ を応援 し ま す ！ ～
地域クラブサポートセンター

チャレンジする指導者を支える仕組みも構築

❹コーチデベロッパー派遣研修

❺公認地域C代表者連絡会

出典：掛川市教育委員会作成資料
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クラブの創設・運営をサポートする仕組み



生徒が地域クラブ活動の運営に参画して活動を支える

◆ 参考：ひらの倶楽部（Hirano Club）の構想

→学校を卒業しても部活動は卒業しなくても良いしくみ

※出典：神戸親和大学松田雅彦教授発表資料
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生徒が地域クラブ活動の運営に参画して活動を支える

◆ 参考：NPO法人希楽々（新潟県村上市）の新しいカタチの部活動、融合型部活動

→ 参加していた生徒が、社会人になってクラブの活動を支える人材に！

※出典：NPO法人希楽々 渡邊優子 理事長・ゼネラルマネジャー（スポーツ庁地域スポーツクラブ活動アドバイザー）発表資料
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生徒が地域クラブ活動の運営に参画して活動を支える

※出典：NPO法人新町スポーツクラブ作成資料
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地域クラブ活動を支える人材育成や仕組みの整備

※出典：平成26年度「地域スポーツとトップスポーツの好循環推進プロジェクト」、「拠点クラブ」を核としたエリアネットワーク構築に関する実践研究報告書



✓ 北海道安平町立早来学園（義務教育学校）は、体育館（アリーナ）や家庭科室、美術室、音

楽室などを生徒と住民が利用できる「共用エリア」とし、ICTを活用した予約システムやスマートロッ

クを導入してセキュリティを確保するとともに、教員の労力に頼らず、学校施設の共同利用を実現。

※出典：文部科学省ウェブサイト（https://www.mext.go.jp/co-sha/ideas/case_hayakita_00001.html）

学校施設の共同利用

53

https://www.mext.go.jp/co-sha/ideas/case_hayakita_00001.html


６．参考資料
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地域の公共交通リ・デザイン実現会議 とりまとめ (令和６年５月 17 日閣議決定)(抜粋)

55

Ⅲ．連携・協働の推進に向けて

１．連携・協働の推進に向けた環境醸成

（２）分野毎の指針・通知の策定

①教育・子育て・スポーツ分野

b) スクールバス車両の空き時間活用に係る取扱いの明確化

～児童生徒等の登下校以外の空き時間に、スクールバスを地域住民の

移動手段や、部活動の地域連携・地域クラブ活動移行に係る移動手

段の確保等のための用途に利用することが可能であることを取り組

む意義や留意事項ととも明確化する。

出典：国土交通省ウェブサイト（https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/transport/sosei_transport_tk_000211.html）掲載内容に基づきスポーツ庁作成

f) 部活動の地域連携・地域クラブ活動移行における移動手段の確保

部活動の地域連携・地域クラブ活動移行にあたり、複数の中学校の生徒が参加して合同部活

動や地域クラブ活動を実施する場合には、他の中学校や公共施設等への生徒の移動手段を確保

する必要がある。この際、新たな路線の見直しや停留所の設定、ダイヤの調整等を通じた既存

の地域公共交通や、ＡＩオンデマンド交通等の新技術の活用について検討することが必要とな

ることから、地方公共団体の交通部局と教育部局、スポーツ・文化部局等の間で、十分な調整

を行うことが望ましい旨を、地方公共団体の関係部局に周知を行う。

https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/transport/sosei_transport_tk_000211.html
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児童生徒等及び地域住民の移動手段の確保に向けたスクール
バスと地域交通の効果的な活用について（令和6年10月11日）

✓ 令和6年10月11日に、文部科学省と国土交通省が連名で、

「児童生徒等及び地域住民の移動手段の確保に向けたスクー

ルバスと地域交通の効果的な活用」に関する文書を発出。

✓ 本文書において、示されている項目は、以下のとおり。

１．スクールバス車両の空き時間活用に係る取扱い

２．スクールバスへの地域住民の利用（混乗）に係る取扱い

３．スクールバス運行の交通事業者への委託に係る取扱い

４．スクールバスの地域公共交通への集約に係る取扱い

５．部活動の地域連携・地域クラブ活動移行における移動手段の確保

６．交通部局と教育部局及びスポーツ・文化部局との連携・協働の推進

７．相談体制



「交通空白」の解消等に向けた地域交通のリ・デザインの全面展開

○ローカル鉄道の再構築方針策定等の後押し

○社会資本整備総合交付金（地域公共交通再構築事業）

地域交通ネットワーク再構築に必要なバス・鉄道施設

○EV車両・自動運転車両などの先進車両導入支援

○共創モデル実証運行事業、日本版MaaS推進・支援事業
官民連携、交通事業者間連合、他分野との共創
MaaSの広域化 等

○地域公共交通計画・協議会のアップデート支援
モビリティデータの利活用、横断的・機動的体制 等

○自動運転の社会実装に向けた支援 等

○地域公共交通の維持・確保

地域公共交通計画に基づくバス路線等の運行支援

離島航路、航空路の運航支援 等

○訪日外国人旅行者の地方誘客を支える
公共交通機関等における受入環境整備（観光庁予算）
多言語対応、車両大型化、観光車両の導入・改良等

自動運転バス

〇地域のバス・鉄道の減便・廃止や運転者の不足等により、地域住民の移動に不便が生じているという現状の改善や、我が国成長のエン
ジンである観光需要の地方誘客に向けた観光二次交通の確保は、待ったなしの課題。

〇「交通空白」解消に向け、「地域の足」「観光の足」の確保を強力に進めるとともに、デジタル技術も活用し、地域のあらゆる関係者が参
画した連携・協働の取組を進め、地域交通の「リ・デザイン」を全国的に展開。

○「交通空白」の課題が存在する自治体において
公共ライドシェア、日本版ライドシェア等の導入等を一気通貫で支援
地域における調査・合意形成、実証運行に係る車両・システム・運行費等の支援

○官民連携、地域間連携、モード間連携による 「交通空白」の解消を支援
（都道府県が先導・補完する「交通空白」解消に資する取組も後押し）

○観光地や主要交通結節点等におけるアクセス・予約円滑化等の支援

連節バス

○交通DX・GXによる省力化・経営改善支援
配車・運行管理システムの導入・共通化、
データ利活用に資するキャッシュレス決済の導入支援 等

○旅客運送事業者の人材確保
２種免許取得支援等の人材確保等

○財政投融資（鉄道、バス、タクシー等のDX・GX投資に対する出融資）

「デジタル田園都市国家構想実現会議」の下に設置された
「地域の公共交通リ・デザイン実現会議」のとりまとめ（令和６年５月）を踏まえ、
デジタルの活用と関係省庁連携により実装

多様な関係者の連携・協働等による持続可能な地域交通への進化

MaaS 上限分離によるローカル鉄道再構築

地域公共交通の維持・確保等

国土交通省「交通空白」解消本部（本部長：斉藤国土交通大臣、令和６年７月設置）

の下、全国各地で、タクシー、乗合タクシー、日本版ライドシェアや公共ライドシェア等
を地域住民や来訪者が使えない「交通空白」の解消に向けて一気呵成に取り組む。

※岸田総理大臣指示

「第五に、二次交通の確保が不可欠であり、「交通空白解消本部」を司令塔として、
地方公共団体と連携し、デジタルを活用しつつ、交通空白の解消と利便性の確保
に取り組んでいただきたい。」（第24回観光立国推進閣僚会議（令和6年7月19日))

例：交通 × 教育・医療

「交通空白」の解消

観光の足：「おにタク」

地域の足：「かなライド」

令和7年度予算要求額
・地域交通の「リ・デザイン」等に対する支援関係
約274億円（対前年度比1.28倍）
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運動部活動の地域連携や地域スポーツクラブ活動移行に向けた環境の一体的な整備に向け、自治体における取組を
支援するため、「地域スポーツクラブ活動アドバイザー事務局」を設置し、自治体からの相談・問合せに対応いたします。

アドバイザー事務局に連絡

アドバイザー事務局が対応

アドバイザーが対応

アドバイザーに訪問を依頼する
場合、費用は必要ですか？

01

助言・支援に係る費用は
アドバイザー事務局が負担します。
訪問に係る費用について、
自治体の負担はありません。

Q&A

専門的な知見が必要な相談・問合せ

地域スポーツクラブ活動アドバイザー事務局について

利用フロー

・石川 智雄 新潟県 長岡市教育委員会
学校教育課 部活動地域移行室 課長

・金﨑 良一 長崎県 長与町教育委員会 教育長
・小出 利一 NPO法人 新町スポーツクラブ 理事長
・佐藤 嘉晃 静岡県 掛川市教育委員会 教育長

・澁谷 健一 公益財団法人 新潟県スポーツ協会
スポーツ推進課長

・友添 秀則 環太平洋大学 体育学部 教授

※対応形式：オンライン会議、電話、現地訪問等

02 自治体が主催する協議会や
講習会で講演してもらうことは
できますか？

03
アドバイザー事務局は誰でも
利用可能ですか。

学識経験者や学校関係者、スポーツ
団体関係者など、幅広い知見を持った
アドバイザーによる講演対応も受付し
ています。

本アドバイザー事務局は、
都道府県・市区町村のご利用に
限定させていただいています。

アドバイザー一覧

・西 政仁 奈良県 生駒市生涯学習部 スポーツ振興課長
・久田 晴生 長崎県教育庁 体育保健課

学校体育班 部活動地域移行推進リーダー

・松尾 哲矢 立教大学
スポーツウエルネス学部・大学院スポーツウエルネス学研究科 教授

・渡辺 靖代 一般社団法人 スポーツリンク白川 クラブマネージャー

・渡邊 優子 NPO法人 希楽々 理事長 ゼネラルマネージャー
新潟県 村上市スポーツ推進委員

問い合わせ先

〇ホームぺージ https://sports-club-advisor.jp/
〇電話 050-4560-2871 対応可能時間：10:00～17:00（土曜・日曜・祝日を除く）
〇メール advisor@leifras.co.jp

（五十音順・敬称略）
※令和６年５月時点
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